

	
		
			
		

		
			
				
				
				
			

		

		

	










		
			格安）日本全国対応）時効の援用行政書士 大塩行政書士法務事務所

			格安内容証明は、日本全国からご依頼を頂いています。顧問契約でもっと格安に！まずは、お気軽にお問合せ下さい！

		

	
		
						




			
				携帯電話未払いも時効の援用が可能なのか？

				
					「携帯電話未払いも時効の援用が可能なのか？」

要件を満たしていましたら可能です。

債務（借金）が残っていますと、クレジットカードを作ることも困難だと思います。

携帯電話のみ未払いがあるのでしたら、CICへの開示請求の後、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-03-07(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				どう考えても時効の要件を満たしているのに裁判所から手紙が届くのか？

				
					「間違いなく時効の要件を満たしている。だから何の通知もやって来ない。それなのに裁判所からの手紙が届くのか？」

届くと思います。時効の要件を満たしていましても、時効の援用を行いますことで借金はゼロになります。

時効の援用を行わない限り、永遠に債権債務は存在します。もちろん、相続もされます。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-03-05(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				毎月1件ずつでも対応可能です）時効の援用7,200円のみです！

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-03-03(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				よくあるご質問「全く知らない見知らぬ会社から弁済の催告の手紙が届いた」

				
					よくあるご質問ですが、見知らぬ会社から過去の借金返済を求める手紙が届きました。詐欺なのでしょうか？

100％とは言い切れませんが、詐欺ではない可能性が圧倒的に高いです。

では、何故見知らぬ会社なのか？

考えられることは3つございます。下記のとおりです。

◇債権譲渡（貸主変更）された場合

例えば、アコム株式会社で借りられずっと放っていましたら、ある日アイ・アール債権回収株式会社から手紙が届き、これからは貸主であるとの旨が書かれています。民法と貸金業法で債権譲渡の際の通知義務が定められています。

◇代理人による通知

A社から借りられていますと、A社はいつでも代理人を選任することができます。弁護士です。代理人弁護士は債権者A社と同等の立場にあります。

◇保証契約だった場合

A社から借りたまま放っていましたら、ある日X社から手紙が届きました。X社が保証会社の場合、あなたに代わりA社に返済します。代位弁済と呼ばれます。代位弁済しましたX社は「あなたの代わりに返済（代位弁済）したのだから、利息込みで返済して下さい」と請求する権利が生じます。求償権（求償債権）と呼ばれます。

手紙は必ず中を確認し、大塩行政書士法務事務所まで、まずはお気軽にお問合せ（06-6585-9548）下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-03-01(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用を考えておられるなら個人信用情報開示請求から始めましょう！

				
					「過去の債務（借金）をキレイにしたい」

時効の援用でキレイにされたいのでしたら、債権者（貸主）から送られてきています手紙に加え、CIC、JICC、KSCに個人信用情報開示請求を行いましょう。過去、銀行系から融資を受けたまま放っている債務（借金）がないのであれば、CIC、JICCのみでOKです。

CICはこちらをクリックして下さい。
JICCはこちらをクリックして下さい。
KSCはこちらをクリックして下さい。

サイトを読まれますと手続き方法が載っています。
※取得代行も格安で行っています。こちらのサイトが取得代行のサイトです。

時効の援用を行い、キレイな状態にしませんか？放っていましたら、とんでもないことになりますよ。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-28(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				御礼の言葉をたくさんいただいています）7,200円のみで時効の援用を！

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-26(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用を行わない限り、勝手に借金はゼロ（時効）になっていません

				
					よく勘違いされているのですが、時効の援用を行いますことで初めて借金（債務）はゼロになります。

いくら要件を満たしていましても、日々とんでもない利息で増え続けているのです。

すぐにでも時効の援用を行わないと怖いことになりますよ。

まずは、お気軽にお問合せ（06-6585-9548）下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-24(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				最近裁判上の手続が増えていると思われます。その前に…

				
					最近、昔々から放っています債務（借金）につきまして、裁判上の手続が増えていると思われます。

債務名義を取られましたら、次は差押え等が待っています。

そうなります前に、すぐにでも時効の援用を行い、債務（借金）をゼロにしましょう！

まずは、お気軽にお問合せ（06-6585-9548）下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-22(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用は7,200円のみ、実績多数の大塩行政書士法務事務所へ！

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-02-20(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				携帯電話の時効の援用を行いたい場合は

				
					「携帯電話の時効の援用を行いたい。どうすればいいのか？」

まずはCICに個人情報開示請求を行って下さい。

「その際、データが載っていない場合は？」

そのようなケースもございますが、まずはCICに個人信用情報開示請求を行いました後でご連絡下さい。

載っていない場合の対処方法もお伝え致します。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-18(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用）自己判断で対応されるのであれば、それでもいいんじゃないの？

				
					「時効間違いない。自身で時効の援用を行おう」

それでいいと思います。

長年の実績がございます。気にしないといけない嫌な点もあるのです。

ご自身の判断でよければ、それでもいいんじゃないの。

大塩行政書士法務事務所には日々たくさんのお問合せがございます。

気になるのであれば、すぐにお問合せ下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-16(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用で借金をゼロに（7,200円のみ。日本全国対応）！

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-02-14(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				何故時効の援用を行わないといけないのか？

				
					昔々借りたまま放っていました債務（借金）につきまして、最近になり手紙が届くようになりました。

そこで、何でも詳しい知人に聞きました。

「時効だから放っておけ」

何でも知ってる知人の言うことなので放っておきました。

上記大間違いです。

時効の援用を行わないと、債務はゼロになりません。

じゃあどうなっているのか？

日々とんでもない利息で膨れ上がっているだけです。

すぐに時効の援用を行いましょう。裁判所から手紙が届けばとんでもないことになりますよ。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-12(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				債務名義を取られている状態とは？

				
					過去、裁判所から支払督促が届きました。怖いので放ってましたら、何の連絡もなくなりました。

気にしなくてよかったのか？

いえいえ、とんでもない状態になっています。

まず、時効の要件が10年になっています。更に、いつでもあなたの財産を差押えることができる状況になっています。

そんなことになる前に、時効の援用で債務（借金）をゼロに！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-10(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用7,200円のみ）日本全国対応の大塩行政書士法務事務所へ

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-02-08(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用後CICはどんな状態になるの？

				
					時効の援用を行いました。結果、時効は完成（成功）しました。

CICに開示請求しますとどうなっているのか？

あなたの債権がブラックリスト扱いでなければ、遅くとも3か月以内にデータごと消えています。

ブラックリスト扱いであった場合は…

「31,終了状況」が「完了」となり、右上の保有期限に5年先の末日の日付が打たれます。その日付までデータは残ります。但し、その日付を経過しますとデータごと消えます。

ブラックリスト扱いであることを恐れ、時効の援用を行わないことは誤っています。

時効の援用を行い、まずはすぐにでも債務（借金）をゼロにすることが先決です。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-02-06(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				クレジットカード審査が通らない理由

				
					クレジットカード審査が通らない一番大きな理由は、過去未払いで放っています債務（借金）が存在する場合です。

クレジットカード会社は、CICやJICCに加盟しています。審査時にあなたの個人信用情報を閲覧します。

どうすればいいのか？

すぐにでも時効の援用を行い、借金（債務）をゼロにしましょう。まずは、ここからがスタートです。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-02-04(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				待ってもらえないのは借金。時効の援用でゼロに（7,200円のみです）

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-02-02(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				債権譲渡されますと動きが更に活発になります

				
					債権譲渡とは貸主（債権者）が代わることです。

債権譲渡されますと、元々借りられていました会社（原債権者）は全く関係なくなります。新しい債権者（現債権者）に対し、時効の援用を行わないといけません。

債権譲渡されますと、大抵債権回収株式会社が新たな債権者となります。

債権回収をメインの業務とされています。当然、動きが活発になります。

裁判上の手続も迅速に行われる可能性は高いです。

すぐに時効の援用を行い、借金をゼロにしましょう。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────

































										






Tweet









									

					2024-01-31(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				個人信用情報開示請求から始める時効の援用

				
					過去、借りたまま放っています借金は、勝手に消えたりしません。裁判所から手紙が届きますと、とんでもないことになります。

すぐに時効の援用でゼロにしませんか？

個人信用情報開示請求も行って下さい。

CICはこちらをクリックして下さい。
JICCはこちらをクリックして下さい。
KSCはこちらをクリックして下さい。

サイトを読まれますと手続き方法が載っています。
※取得代行も格安で行っています。こちらのサイトが取得代行のサイトです。

絶対に放っておいたらダメですよ！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-29(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				実績多数）すぐにでも時効の援用で借金をゼロに（7,200円のみ）

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-01-27(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				周りの知人にも勧めて下さい。時効の援用についてです

				
					借金をゼロにできるかも知れない時効の援用につきまして、まだご存じではない方が多いです。

是非周りの知人にも勧めて下さい。もちろん、要件はございます。

まずは、お気軽にお問合せ（06-6585-9548）下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-25(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				債権者からの手紙は必ず読んで捨てない方がいい理由

				
					「最近になり、昔々借りた会社からや見ず知らずの会社からよく手紙が届くようになった。怖いからそのまま捨てている」

とてもよくない行動です。まずは、開けて読んで下さい。読まれました後、捨てないで下さい。

何故なのか？

「法的措置に移行」等書かれていましたら、本気でそうなりますよ。

また、時効の援用を行われるにしましても、その手紙には重要なヒントが隠れている場合がございます。

読まれた後、捨てずに、大塩行政書士法務事務所まで、まずはお気軽にお問合せ（06-6585-9548）下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-23(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				7,200円のみ）時効の援用で借金をゼロに！

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-21(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				CICやJICCへの開示請求で過去裁判所からの手紙有無が分かるのか？

				
					CICやJICCに載っています情報は、債権者（貸主）が出しました情報が載っています。

例えば、ある会社で金銭を借りられました。CIC、JICCに加盟していますとその情報が載ります。

裁判所からの手紙が届いたとします。つまり、債権者が原告となり裁判上の手続を行ったとしましょう。

そうしますと、その情報が載っている場合がございます。但し、100％とは言い切れません。念のために開示請求されますことはマイナスにはなりにくいでしょう。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-19(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				過去士業に依頼して債務整理等を行ったが、その後一切返済していない…

				
					「昔々、士業に依頼し債務整理か何かを行ったことは覚えているが、その後一切返済していない…」

時効の援用が行えるか否かについて悩まれています。

どれ位経過しているかにもよりますが、10年の要件である可能性は高いです。

どうすればいいのか？

以前依頼されました士業の先生に連絡をとって下さい。今時効の援用を行えば時効が完成（成功）するか否かです。または、5年の要件なのか10年なのかを。

その先生は一番よく分かっています。逆に言いますと、他の皆さまは回答をいただかないと分かりません。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-17(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				時効の援用は実績多数の大塩行政書士法務事務所へ（7,200円のみです）

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-01-15(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				債務名義を取られると何故怖いのか？

				
					あなたは、過去消費者金融やクレジットカード会社から借りられました債務（借金）を放っています。

債務名義を取られると、とんでもないことになります。

債務名義？

簡単に言いますと、過去裁判所から手紙が届いた場合です。

その際に対処されていますと逃れられる可能性はございますが、そうでなければ債務名義を取られます。

結果、いつでもあなたの財産を差押えられる状態になっています。

そうなります前に時効の援用を行うべきです。

まずは、お気軽にお問合せ（06-6585-9548）下さい。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-13(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				個人信用情報開示請求（CIC、JICC、KSC）を行い、時効の援用を！

				
					「過去に借りたまま放っている借金がある。だけど、催告の手紙は全て捨てている…」

個人信用情報開示請求を行いましょう。銀行系から融資を受け、未払いの債務（借金）がないのであればCIC、JICCのみを、あればKSCにも行いましょう。

CICはこちらをクリックして下さい。
JICCはこちらをクリックして下さい。
KSCはこちらをクリックして下さい。

サイトを読まれますと手続き方法が載っています。
※取得代行も格安で行っています。こちらのサイトが取得代行のサイトです。

すぐにでも時効の援用を行わないと、とんでもないことになりますよ。

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。


後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
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					2024-01-11(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			

				全てお任せ7,200円のみ）時効の援用で借金をゼロに！

				
					債務（借金）を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。


「長年、債権者（貸主）から連絡がないので債務は消滅した？」　いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。


債務を消滅させるには、下記方法が存在します。


・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。


全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。


放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。


・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです（相続放棄を除きます）。


時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。

すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。

‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★゜+.*・‥…━━━★
【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ7,200円のみです（追加料金はございません）。
・時効の要件をしっかりと確認します（時効が完成（成功）しないことが明白な場合は対応しません）。
・迅速に対応しています（【注】お客さまの早急なご対応が必要です）。
・時効の援用実績は多数です（特設サイトは、YahooやGoogleで「時効　格安」「時効の援用　格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています）。

時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話（06-6585-9548）またはインターネットお問合せフォームからいただいています）。


インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。



特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。




後悔しないためにも、すぐに時効の援用を！

ランキングに参加しています。是非、下記ボタンをクリック下さい！
↓↓↓↓↓


─────────────────────────
大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
─────────────────────────
































										






Tweet









									

					2024-01-09(19:00) : 
	行政書士 : 
	トラックバック 0


				このページのトップへ

			
											
															
											ホーム
				 次のページ »									

						
				
				このページのトップへ

			

					

		
						
				プロフィール
	




Author:格安時効の援用、格安内容証明）大塩行政書士法務事務所


















ホームページにお越し頂き、誠にありがとうございます。


大塩行政書士法務事務所は、日本全国対応格安時効の援用サービス（税込4,000円～）、日本全国対応格安内容証明サービス（税込4,000円～）、日本全国対応格安契約書、借用書、示談書、誓約書作成サービス（税込4,000円～）等をメインで行っています。


まずは、お気軽にお問合せ（06-6585-9548）下さい。

特設サイトはこちらです。

◇日本全国対応格安時効の援用サービス→こちらをクリックして下さい。
◇日本全国対応格安内容証明サービス→こちらをクリックして下さい。
◇日本全国対応格安契約書、借用書、示談書、誓約書作成サービス→こちらをクリックして下さい。


一緒にお悩みを解決しましょう！






	リンク
		時効の援用　格安
	管理画面


	このブログをリンクに追加する


			
				FC2チャット（大塩行政書士法務事務所とチャット相談しましょう！）
	FC2でチャット無料相談可能です。チャットできる時間帯につきましては、ツイッターでご連絡致します。@hiroheroevery をフォローして下さい。
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